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　農業者年金は，将来の年金給付に必要な原資を
自ら積み立てていく「積立方式」で，長期的に安
定した制度です。
　加入要件は，国民年金の第 1号被保険者（保険
料納付免除者でないこと）で，年間60日以上農
業に従事する者は，誰でも加入することができま
す。
　保険料には，「通常保険料」と「特例保険料」
があり，「通常保険料」は，月額20,000円から

67,000円までの間で，千円単位で加入者が自由に選択し，いつでも変更できます。
　「特例保険料」は，政策支援（下記表 1参照・国庫補助）を受ける場合の保険料です。
　また，支払った保険料の「全額が社会保険料控除対象」となり，税制面でも有利となっています。
●次世代を担う若い農業後継者等に手厚い政策支援を行っています。
　※政策支援を受けるには，年金納付期間が20年以上見込まれること及び農業所得が900万円以下で
あることが必要です。政策支援による保険料の月額は国庫補助額を含めて20,000円となります。

【表】

区
分 補助対象者

国庫補助額（　）は自己負担分

35歳未満 35歳以上

① 認定農業者で青色申告者

10,000円
（10,000円）

6,000円
（14,000円）

② 認定就農者で青色申告者

③
①又は②の者と家族経営協定を締結し，経営に参画している配偶者又は後継者
（経営主が農業者年金に加入していなくてもかまいません）

④
認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者で3年以内に両方を満た
すことを約束した者 6,000円

（14,000円）

6,000円
（14,000円）

⑤
35歳未満の後継者で35歳まで（25歳未満の者は10年以内）に①の者になるこ
とを約束した者

－

 ●新規加入者の声

田
た

中
なか

　美
み

香
か

さん（大隅町荒谷）
　田中覚己・美香さん夫妻は，甘藷 4 ha，白菜
5 ha，キャベツ 2 ha，スイカ0.5haなどを栽培さ
れています。
　覚己さんは既に農業者年金に加入をされていま
したが，年金の掛け金が全額社会保険料控除対象
になるために，税制面や将来のことを考え今回，
妻の美香さんが新たに農業者年金に加入をされま
した。

 ●農業者年金受給者の声

小
こ

濵
はま

　信
のぶ

子
こ

さん（大隅町中之内）
　小濵信子さんは，酪農を夫婦で経営をされてい
ます。現在は，息子の裕二さん夫婦に経営を移譲
し，手伝いをしながら年金暮らしです。ひ孫も誕
生し若い大おばあちゃんです。
　農業者年金も女性が入れるとわかってからの加
入で年数が短かったため，もう少し早くから掛け
とけば良かったと後悔しています。
　「早めの加入が必要よ！」




